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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】各種排水設備に装着した際に、この排水設備の
下方に所要の空間を形成可能に構成することによって、
利用者が排水設備を楽に利用することを可能にする排水
用トラップを提供する。
【解決手段】この発明の排水用トラップ１は、筒状の管
部材２と、前記管部材２内に着脱自在に装着される有底
筒状の流路形成部材３と、前記流路形成部材３内に着脱
自在に装着されるトラップ主体４と、前記管部材２の下
端開口部２ｅに着脱自在に装着されるキャップ部材５で
構成され、前記流路形成部材３は、その上部と側面の、
前記管部材２の開口部２ｃに相当する位置に開口部３ｅ
を有し、内面の所要部位に前記トラップ主体４を装着す
るための装着部を有し、内底面が、側面の開口部下縁に
向けて水平面又は下方に傾斜させた傾斜面に形成される
ように構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下端開放の筒状体で構成される管部材と、前記管部材内に着脱自在に装着される有底
筒状の流路形成部材と、前記流路形成部材内に着脱自在に装着されるトラップ主体と、前
記管部材の下端開口部に着脱自在に装着されるキャップ部材から構成される排水用トラッ
プにおいて、
　前記管部材は、
　その上端部に排水管と接続可能な接続部を有するとともに、側面に貫通形成された開口
部周縁から側方に延出することにより形成した排水管と接続可能な接続部を有し、
　前記流路形成部材は、
　その上部の、前記管部材の上部開口部に相当する位置と、側面の、前記管部材の側方開
口部に相当する位置のそれぞれに開口部を有するとともに、内面の所要部位に、前記トラ
ップ主体を装着するための装着部を有し、内底面が、前記側面の開口部下縁に向けて水平
面又は下方に傾斜させた傾斜面に形成され、
　前記トラップ主体は、
　前記側方開口部側の端部を前端として、下部開口部が後方に向かって周面が減少する傾
斜面を有し、上部開口部には一対の軸受け部を有するフランジが形成されたもので、前記
下部開口部の後部側は遮蔽板によって閉塞され、前記遮蔽板によって閉塞されない部位を
弁体によって開閉自在としたこと
を特徴とする排水用トラップ。
【請求項２】
　前記内底面は、
　前記側面の開口部下縁に向けて下方に傾斜させた傾斜面に形成されていること
を特徴とする請求項１に記載の排水用トラップ。
【請求項３】
　前記傾斜面は、
　前記管部材の側方接続部の下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で
滑らかに繋がるように形成されていること
を特徴とする請求項２に記載の排水用トラップ。
【請求項４】
　前記流路形成部材は、
　その頂部が前記管部材の内壁に当接し、かつその底面が前記キャップ部材の裏面と当接
するよう構成されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の排水用トラップ。
【請求項５】
　前記トラップ主体は、
　弁体を備え、
　前記弁体は、
　全体が楕円状の板状体で構成され、その基端側を、側面視へ字状になるよう折り曲げて
屈曲部を形成し、最上部には、弁体を常時閉鎖方向に付勢するバランスウエイトを設け、
屈曲部には、揺動のための支軸を保持する筒状の保持部を設けたものであること
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の排水用トラップ。
【請求項６】
　前記流路形成部材は、
　その内面の所要部位に、リング状の載置部と、この載置部の内側に突出形成されるリン
グ状の段部と、この段部に、一方側の嵌合凹部を他方側の嵌合凹部に対して偏倚させて設
けられる一対の嵌合凹部を備え、
　前記トラップ主体は、
　流入口を囲繞して外方に向かってフランジが一体的に形成され、かつこのフランジの下
面の、前記嵌合凹部に相当する位置に、弁体を揺動自在に保持するための支軸の、両端部
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を係合保持する一対の軸受け部が設けられたものであること
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の排水用トラップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、各種排水設備の配管の途中に配置される排水用トラップに関するものであ
る。
　より具体的には、キッチンの流し場や洗面所、風呂場など各種排水設備の下方に設けて
、上方からの排水を側方に流通させる排水用トラップに関するもので、配管技術、さらに
は建造物の構築技術に属するものである。
 
【背景技術】
【０００２】
　従来、排水管には出口側からの悪臭や害虫などの侵入を防止する目的でＳ字トラップな
どの封水式排水管トラップが設けられている。
　しかしながら、この封水式排水管トラップにおいては、これが排水管の折曲部分に溜っ
た排水の封鎖作用を利用するものであるため、折曲部分に常に一定量の排水が残留する上
、固形物などが詰まり易いなどの問題があった。
【０００３】
　さらに、排水の頻度が低い場合には、トラップ内の排水が蒸発し、封鎖作用が得られな
くなるという問題もあった。
【０００４】
　さらにまた、洗面所の場合において、設置される洗面器は、その下方に封水式排水管ト
ラップが設けられる構造を有するものであるため、その利用者、特に車椅子使用者がその
洗面器を利用しようとすると、利用者の足や車椅子が封水式排水管トラップに接触してし
まい、利用者が十分に洗面器に近づくことができず、或いは封水式排水管トラップを避け
るように無理な姿勢で洗面器に近づかざるをえないという問題もあった。
【０００５】
　キッチンの流し場や洗面所、風呂場など各種排水設備に対して、封水式排水管トラップ
に代えて、揺動弁体にバランスウエイトを設け、排水が無い時はバランスウエイトによっ
て揺動弁体を閉鎖し、排水時には該排水の重量或いは流水圧で弁体を開く排水用トラップ
（弁トラップ）を設ける方法が知られている。
【０００６】
　例えば、実公昭６３－２３４８９号公報（特許文献１）においては、大きなスペースが
なくても排水管に接続でき、しかも、生ごみなどが詰まるおそれがなく安心して使用でき
、悪臭の上昇を確実に防ぐことができることは勿論、虫やねずみの侵入も完全に阻止でき
る排水用トラップが提案されている。
【０００７】
　この排水用トラップは、排水の流出口となる側の管口を傾斜させると共に、その傾斜面
と鈍角をなす側の管壁に、該管口を傾斜面に沿って割円状に塞ぐ突出片を設け、この突出
片に、該管口の外側へ向けて一対の支腕を設け、この両支腕に軸を架け渡し、一方、弁主
体部と錘保持部とを側面形状がくの字形をなすように屈折した弁の、錘保持部に錘を固定
し、この錘保持部を水平方向に位置して前記軸に該弁を揺動自在に取付け、錘によって弁
主体部が突出片と一直線上に連なるようにして管口を塞ぐ方向に付勢したものである。
【０００８】
　さらに、特開２００４－１９７４５３号公報（特許文献２）においては、キャップを回
動してケーシングの螺合部から外し、該キャップを上方に持ち上げることで、弁トラップ
ユニットを取り出すことができ、メンテナンスや清掃を容易且つ確実に行うことができる
排水用トラップが提案されている。
【０００９】
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　この排水用トラップは、上流側排水管の下端部に接続可能な管状体をなし該管状体の下
端部に径方向外方に張出したフランジ部を形成したスリーブと、前記フランジ部と略同径
の筒状体をなし下端部に下流側排水管の上端部に接続可能な管状部を有すると共に筒状体
部の上端側外周面に螺合部を形成したケーシングと、短管状体の傾斜した管口に開閉可能
な揺動弁体を設け且つ該揺動弁体を閉鎖方向に付勢するバランスウエイトを設けると共に
上端部には径方向外方に張出し前記スリーブのフランジ部と略同径のフランジ部を形成し
た弁トラップユニットと、スリーブ管状体部を挿通可能な開口部を上端蓋部中央に有しそ
の外周下側に連なる短円筒部にスリーブフランジ部及び弁トラップユニットフランジ部を
収容可能であると共に該短円筒部下端内周面にケーシングの螺合部に対応する螺合部を形
成したキャップとで構成されるものである。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】実公昭６３－２３４８９号公報（実用新案登録請求の範囲，図２）
【特許文献２】特開２００４－１９７４５３号公報（特許請求の範囲，図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前記特許文献１および２に開示されている排水用トラップは、下方に排水するもので、
各種排水設備の下方に備えられている排水管と床下に設けられる排水管との間に取り付け
られるものであるため、排水設備の下方に、利用者の足や車椅子使用者の車椅子が近づく
のに十分な空間を形成することは困難であった。
　したがって、排水設備の利用者、特に車椅子使用者が利用しやすい点において、さらな
る改善が求められている。
【００１２】
　この発明はかかる現状に鑑み、排水用トラップを、各種排水設備に装着した際に、この
排水設備の下方に所要の空間を形成可能に構成することによって、利用者、特に車椅子使
用者が排水設備を楽に利用することを可能にし、排水設備の下方に設けられる収納スペー
スをより大きなものにすることを可能にする排水用トラップを提供せんとするものである
。
 
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するため、この発明にかかる請求項１に記載の発明は、
　上下端開放の筒状体で構成される管部材と、前記管部材内に着脱自在に装着される有底
筒状の流路形成部材と、前記流路形成部材内に着脱自在に装着されるトラップ主体と、前
記管部材の下端開口部に着脱自在に装着されるキャップ部材から構成される排水用トラッ
プにおいて、
　前記管部材は、
　その上端部に排水管と接続可能な接続部を有するとともに、側面に貫通形成された開口
部周縁から側方に延出することにより形成した排水管と接続可能な接続部を有し、
　前記流路形成部材は、
　その上部の、前記管部材の上部開口部に相当する位置と、側面の、前記管部材の側方開
口部に相当する位置のそれぞれに開口部を有するとともに、内面の所要部位に、前記トラ
ップ主体を装着するための装着部を有し、内底面が、前記側面の開口部下縁に向けて水平
面又は下方に傾斜させた傾斜面に形成され、
　前記トラップ主体は、
　前記側方開口部側の端部を前端として、下部開口部が後方に向かって周面が減少する傾
斜面を有し、上部開口部には一対の軸受け部を有するフランジが形成されたもので、前記
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下部開口部の後部側は遮蔽板によって閉塞され、前記遮蔽板によって閉塞されない部位を
弁体によって開閉自在としたこと
を特徴とする排水用トラップである。
【００１４】
　この発明の請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の排水用トラップにおいて、
　前記内底面は、
　前記側面の開口部下縁に向けて下方に傾斜させた傾斜面に形成されていること
を特徴とするものである。
【００１５】
　この発明の請求項３に記載の発明は、
　請求項２に記載の排水用トラップにおいて、
　前記傾斜面は、
　前記管部材の側方接続部の下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で
滑らかに繋がるように形成されていること
を特徴とするものである。
【００１６】
　この発明の請求項４に記載の発明は、
　請求項１～３のいずれかに記載の排水用トラップにおいて、
　前記流路形成部材は、
　その頂部が前記管部材の内壁に当接し、かつその底面が前記キャップ部材の裏面と当接
するよう構成されていること
を特徴とするものである。
【００１７】
　この発明の請求項５に記載の発明は、
　請求項１～４のいずれかに記載の排水用トラップにおいて、
　前記トラップ主体は、
　弁体を備え、
　前記弁体は、
　全体が楕円状の板状体で構成され、その基端側を、側面視へ字状になるよう折り曲げて
屈曲部を形成し、最上部には、弁体を常時閉鎖方向に付勢するバランスウエイトを設け、
屈曲部には、揺動のための支軸を保持する筒状の保持部を設けたものであること
を特徴とするものである。
【００１８】
　この発明の請求項６に記載の発明は、
　請求項１～５のいずれかに記載の排水用トラップにおいて、
　前記流路形成部材は、
　その内面の所要部位に、リング状の載置部と、この載置部の内側に突出形成されるリン
グ状の段部と、この段部に、一方側の嵌合凹部を他方側の嵌合凹部に対して偏倚させて設
けられる一対の嵌合凹部を備え、
　前記トラップ主体は、
　流入口を囲繞して外方に向かってフランジが一体的に形成され、かつこのフランジの下
面の、前記嵌合凹部に相当する位置に、弁体を揺動自在に保持するための支軸の、両端部
を係合保持する一対の軸受け部が設けられたものであること
を特徴とするものである。
 
【発明の効果】
【００１９】
　この発明の排水用トラップは、上下端開放の筒状体で構成される管部材と、前記管部材
内に着脱自在に装着される有底筒状の流路形成部材と、前記流路形成部材内に着脱自在に
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装着されるトラップ主体と、前記管部材の下端開口部に着脱自在に装着されるキャップ部
材で構成したものであって、前記管部材を、その上端部に排水管と接続可能な接続部を備
えるとともに、側面に貫通形成された開口部周縁から側方に延出することにより形成した
排水管と接続可能な接続部を備えるように構成し、前記流路形成部材を、その上部の、前
記管部材の上部開口部に相当する位置と、側面の、前記管部材の側方開口部に相当する位
置のそれぞれに開口部が形成され、内面の所要部位に、前記トラップ主体を装着するため
の装着部が形成され、内底面が、前記側面の開口部下縁に向けて水平面又は下方に傾斜さ
せた傾斜面に形成されるように構成し、前記トラップ主体を、前記側方開口部側の端部を
前端として、下部開口部が後方に向かって周面が減少する傾斜面を有し、上部開口部には
一対の軸受け部を有するフランジが形成されるよう構成するとともに、前記下部開口部の
後部側を遮蔽板によって閉塞し、前記遮蔽板によって閉塞されない部位を弁体によって開
閉自在となるよう構成したものである。
　したがって、前記排水用トラップは、トラップ自体を小型化することができるので、極
めてコンパクトに構成され、各種排水設備に装着した際に、この排水設備の下方に所要の
空間を形成することができ、利用者が車椅子使用者の場合であっても、排水設備を楽に利
用することを可能にし、さらに、排水設備の下方に設けられる収納スペースをより大きな
ものにすることを可能にするという利点を有している。
　さらに、前記排水用トラップは、流路形成部材や弁体の着脱が容易であるので、その清
掃、メンテナンス作業が容易なものである。
【００２０】
　さらに、前記排水用トラップにおいて、前記流路形成部材の内底面を、前記側面の開口
部下縁に向けて下方に傾斜させた傾斜面に形成することができる。
　このような構成によって、前記流路形成部材内を通過する排水は、対流を起こすことな
く、円滑に流出することができ、さらに、前記流路形成部材内におけるゴミや髪の毛など
の異物の堆積がないか又はその抑制に優れたものとすることができる。
　その際、前記傾斜面を、前記流路形成部材が前記管部材内に装着された状態において、
前記管部材の側方の接続部の下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で
滑らかに繋がるように形成することが好ましい。
【００２１】
　さらに、前記排水用トラップにおいて、前記流路形成部材を、その頂部が前記管部材の
内壁に当接し、かつその底面が前記キャップ部材の裏面と当接するよう構成することがで
きる。
　このような構成によって、前記流路形成部材の過剰な揺動を抑止することができる。
【００２２】
　さらに、前記流路形成部材の内面の所要部位に、リング状の載置部と、この載置部の内
側に突出形成されるリング状の段部と、この段部に、一方側の嵌合凹部を他方側の嵌合凹
部に対して偏倚させて設けられる一対の嵌合凹部を形成するとともに、前記トラップ主体
を、流入口を囲繞して外方に向かってフランジが一体的に形成され、かつこのフランジの
下面の、前記嵌合凹部に相当する位置に、弁体を揺動自在に保持するための支軸の、両端
部を係合保持する一対の軸受け部が設けられるように構成することができる。
　このような構成によって、前記トラップ主体を前記流路形成部材内に正確に装着するこ
とができる。
【００２３】
　さらにまた、この発明の排水用トラップは、これを構成するトラップ主体を管部材に対
して着脱可能としているので、排水用トラップの清掃、メンテナンス作業を大幅に簡素化
することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明にかかる排水用トラップの一例を示す縦断面図である。
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【図２】図１に示される排水用トラップを構成する管部材の縦断面図である。
【図３】図１に示される排水用トラップを構成する流路形成部材の縦断面図である
【図４】図１に示される排水用トラップを構成するトラップ主体の縦断面図である。
【図５】図４に示されるトラップ主体の平面図である。
【図６】図４に示されるトラップ主体の底面図である。
【図７】図２に示される流路形成部材の平面図である。
【図８】図１に示される排水用トラップを構成するキャップ部材の平面図である。
【図９】図８に示されるキャップ部材の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、この発明にかかる排水用トラップについて、添付の図面に基づいて具体的に説明
する。
　なお、この発明は開示された実施例にのみ限定されるものではなく、その要旨を変更し
ない範囲内において種々改良することができるものである。
【００２６】
　図１は、この発明にかかる排水用トラップの一例を示す断面図である。
　この発明にかかる排水用トラップ１は、図１に示すように、排水をコントロールするト
ラップ主体４と、このトラップ主体４を着脱自在に装着し、かつ上方（排水設備）から流
入した排水を横方向に流通させる流路形成部材３と、この流路形成部材を着脱自在に装着
する管部材２と、この管部材２に、その下端開口部２ｅを閉止するよう着脱自在に装着さ
れるキャップ部材５とから構成されるものである。
【００２７】
　なお、前記排水用トラップ１は、ステンレスなどの金属材料や合成樹脂材料などの適当
な材料で構成することができ、これを構成する材料については特段の制限はない。
【００２８】
　前記管部材２は、排水管として機能するもので、図１及び２に示すように、上下端開放
の筒状体で構成されている。
　なお、図１及び２において、管部材２は、前記流路形成部材３を収容すべく、その内径
が前記流路形成部材３の外径とほぼ等しくなるよう構成されている。
【００２９】
　図１及び２において、前記筒状体は、横断面円形のものであり、その上部開口部２ｃ側
には、排水を流入させる排水管の下端部と接続可能な接続部２ａが形成されている。
【００３０】
　さらに、前記管部材２の側面には、側方開口部２ｄが貫通形成され、この開口部２ｄ周
縁から側方に延出させて、排水を流出させるための排水管の端部と接続可能な接続部２ｂ
が形成されている。
【００３１】
　さらにまた、前記管部材２の下端側内周面には、前記キャップ部材５との螺合のための
螺合部２ｇが形成されている。
【００３２】
　なお、前記管部材２の内周面の所要部位には、後述する流路形成部材３の外周面に形成
されたストッパ３ｉと係合して流路形成部材３の位置決めと固定を行うための係合部２ｆ
が形成されている。
【００３３】
　前記管部材２の内部に着脱自在に装着される流路形成部材３は、図１及び３に示すよう
に、上部開口部３ｅを排水の流入口として有する有底筒状体で構成されたもので、その側
面には、排水を横方向に排出する流出口としての開口部３ｆが貫通形成され、内面の所要
部位には、後述するトラップ主体４を装着するための装着部が形成されている。
【００３４】
　図１、３及び７において、前記流路形成部材３は、横断面円形の有底筒状体で構成され
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ており、前記管部材２の内径とほぼ等しい外径を有するよう構成されている。
【００３５】
　図１及び３に示すように、前記上部の開口部３ｅは、前記管部材２の上部開口部２ｃと
連通するよう、前記管部材２の上部開口部２ｃに相当する位置に形成され、前記側面の開
口部３ｆは、前記管部材２の側方開口部２ｄと連通するよう、前記管部材２の側方開口部
２ｄに相当する位置に形成されている。
　このような構成によって、前記流路形成部材３において、排水経路が形成される。
【００３６】
　この実施例において、前記上部の開口部３ｅは、前記上部開口部２ｃよりも大きい平面
視円形になるよう形成されている。
　なお、前記側面の開口部３ｆは、前記側方開口部２ｄよりも大きい平面視矩形になるよ
う形成され、かつ開口部３ｆ下縁と側方開口部２ｄ下縁が水平に連なるようにされている
が、開口部３ｆ下縁側より側方開口部２ｄ下縁側が低位置となるように形成してもよい。
【００３７】
　前記流路形成部材３の内底面３ｄは、排水誘導のため、前記管部材２の側方開口部２ｄ
に連通する側方開口部３ｆに向けて水平面又は下方に傾斜させた傾斜面に形成される。
【００３８】
　図１及び３において、前記流路形成部材３は、その内底面３ｄを、側方開口部３ｆ下縁
に向けて下方に傾斜させた傾斜面を有する。
　このような構成によって、前記流路形成部材３内を通過する排水は、対流を起こすこと
がないので、円滑に流出する。
　さらに、前記流路形成部材３内にゴミや髪の毛などの異物が堆積しないか又はその堆積
の抑制に優れているという作用効果も得られる。
【００３９】
　なお、前記内底面３ｄを側方開口部３ｆに向けて下方に傾斜させる場合において、前記
傾斜面は、前記流路形成部材３が前記管部材２内に装着された状態において、前記管部材
２の接続部２ｂの下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で滑らかに繋
がるように形成されることがより好ましい。
【００４０】
　前記流路形成部材３の上部内面の所要部位には、図３及び７に示すように、前記トラッ
プ主体４を装着するための装着部が形成されている。
　前記装着部は、リング状の載置部３ａと、この載置部３ａの内側に突出形成されるリン
グ状の段部３ｂから構成されている。
　前記段部３ｂには、一対の嵌合凹部３ｃ，３ｃが、一方の嵌合凹部３ｃが相対する部位
から偏倚した状態で形成されている。
【００４１】
　したがって、後述するように、前記トラップ主体４を、その底部側から前記流路形成部
材３内に、軸受け４ｄ，４ｄが嵌合凹部３ｃ，３ｃと嵌合するよう挿入すると、前記トラ
ップ主体４は、前記流路形成部材３内に離脱不能に固定される。
【００４２】
　図１において、前記流路形成部材３の中央に形成された凹部３ｇは、前記キャップ部材
５の上面に形成された嵌合部５ｃと嵌合している。
　したがって、前記流路形成部材３は、その頂部が前記管部材２の内壁に当接し、かつそ
の底面が、前記キャップ部材５の裏面と当接するよう構成されているので、前記流路形成
部材３の過剰な揺動が抑止される。
【００４３】
　なお、図１及び図３に示すように、前記流路形成部材３の上部開口部３ｅの周縁を所要
の深さ切り欠いてリング状のフィルタ取付部３ｈを形成し、この取付部３ｈに、前記管部
材２の上部開口部２ｃ及び前記流路形成部材３の上部開口部３ｅを通過する排水中のゴミ
や髪の毛などを捕集する捕集部材としての網状のフィルタ部材（図示せず）を配してもよ
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い。
【００４４】
　前記流路形成部材３に装着されるトラップ主体４は、図４に示すように、上部に流入口
４ａを有する短い筒状体からなるもので、前記流入口４ａを囲繞して外方に向かってフラ
ンジ４ｃが一体的に形成されるとともに、側方開口部３ｆ側の端部を前端として、その下
部を、前端から後端に向かって斜め上方に傾斜するようカットして流出口４ｂとしたもの
である。
【００４５】
　前記フランジ４ｃの下面には、図６に示すように、弁体６を揺動自在に保持するための
支軸７の、両端部を係合保持する一対の軸受け部４ｄ，４ｄが設けられている。
【００４６】
　図６において、軸受け４ｄ，４ｄは、前記嵌合凹部３ｃ，３ｃに相当する位置に設けら
れているので、一方側が他方側に対して偏倚状態にある。
　したがって、前記トラップ主体４を前記流路形成部材３に装着する際、図７に示すよう
に、前記軸受け４ｄ，４ｄと前記流路形成部材３の段部３ｂに形成された嵌合凹部３ｃ，
３ｃをそれぞれ嵌合させた状態で、前記フランジ４ｃを前記載置部３ａに載置することに
よって、前記トラップ主体４が前記流路形成部材３内に正確に装着される。
【００４７】
　さらに、前記トラップ主体４の、下部開口部の後端側には、図４及び５で明らかなよう
に、開口部に沿って半円状の遮蔽板４ｅが固定される。
　なお、この実施例において、前記遮蔽板４ｅによって閉止される開口部は、前記トラッ
プ主体４の下部開口部の直径の１／２以下としてある。
【００４８】
　前記トラップ主体２には、図４に示すように、弁体６が装着される。
　前記弁体６は、図４及び６に示すように、前記遮蔽板４ｅで閉塞された以外の開口部を
開閉するもので、全体が楕円状の板状体からなる弁体６の基端側を、側面視「へ」字状に
なるよう折り曲げて屈曲部６ｂを形成し、最上部６ａには、弁体６を常時閉鎖方向に付勢
するバランスウエイトＢＷを設け、屈曲部６ｂには、揺動のための支軸７を挿通する軸受
け（保持部）６ｃを設けたものである。
【００４９】
　したがって、弁体６は、前記軸受け部４ｄ，４ｄ間に保持された支軸７の各端部を、前
記軸受け６ｃに軸支することによって、揺動自在とするものである。
【００５０】
　前記バランスウエイトＢＷは、前記弁体６を常時閉方向に付勢するためのもので、排水
の水圧もしくは流量がバランスウエイトＢＷの重量より多くなった場合には、バランスウ
エイトＢＷはその付勢力を失くすので、前記弁体６が開き、排水が、排水流出部としての
開口部３ｆに流出する。
【００５１】
　前記管部材２の下部開口部２ｅには、図１に示すように、この開口部２ｅを閉止するよ
う、開口部２ｅの内径とほぼ等しい外径の端部を有するキャップ部材５が着脱自在に装着
される。
【００５２】
　前記キャップ部材５の上端外周面には、前記管部材２の下端側内周面の螺合部２ｇに対
応する螺合部５ｂが形成されている。
　なお、前記管部材２と前記キャップ部材５の係合方法については、特段の制限はなく、
いわゆるバヨネット方式などの公知の係合手段を採用することもできるが、好ましくは、
気密性の観点から、螺合による方法が選択される。
【００５３】
　前記キャップ部材５は、図８及び９に示すように、その下面に、キャップ部材５を回動
させるための把手５ａが付設され、その上面に、前記流路形成部材３の凹部３ｇと嵌合可
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能な嵌合部５ｃが形成されている。
【００５４】
　なお、図９において、前記キャップ部材５の下部外周には、円環状の段部５ｄが形成さ
れ、円環状のシール部材（Ｏリングなど）８がその段部５ｄに支持されている。
　このような構成によれば、シール部材８は、前記管部材２と前記キャップ部材５との間
を気密的にシールするので、前記管部材２の内部の気密性が向上し、トラップ主体４の開
閉が、より正確に行われ得る。
【００５５】
　かかる構成部材からなる排水用トラップ１を構成するに際しては、まず、弁体６に支軸
７を装着させたのち、両端の突出部を、前記トラップ主体４のフランジ４ｃの両端部に形
成した軸受け部４ｄ，４ｄにそれぞれ係合させて、弁体６をトラップ主体４に対して揺動
自在に保持させて、トラップ主体４を構成する。
【００５６】
　ついで、流路形成部材３の上部の開口部３ｅから、トラップ主体４を、軸受け４ｄ，４
ｄと嵌合凹部３ｃ，３ｃをそれぞれ嵌合させた状態で挿入させて、トラップ主体４を流路
形成部材３内に固定する。
　その際、トラップ主体４は、弁体６が側方開口部３ｆ側に位置する状態で、前記載置部
３ａ上に固定保持される。
【００５７】
　さらに、管部材２の下端の開口部２ｅから、流路形成部材３を、側面の開口部３ｆが管
部材２の側方開口部２ｄと連通するように挿入する。
【００５８】
　かくして管部材２内に、流路形成部材３を装着したのち、前記開口部２ｅをキャップ部
材５で閉止したのち、各種排水設備の配管経路の途中に、排水用トラップ１を配置するも
のである。
　その際、前記流路形成部材３は、管部材２の内面とキャップ部材５の裏面（下面）によ
って挟持されるので、前記流路形成部材３は、その上下方向への移動が阻止され、安定し
て管部材２内に強固に固定される。
【００５９】
　かかる排水用トラップ１は、管部材２が、従来のＳ字トラップなどの封水式排水管トラ
ップに比して小型で、排水設備の下方に所要の空間を形成可能な大きさの排水管として構
成され、この管部材２の内部に、流路形成部材３を介して、トラップ主体４を装着する構
成を有しているので、排水設備の構築に際し、排水設備の下方に、楽に利用し、より大き
な収納スペースを設けるのに十分なスペースを確保することができる。
【００６０】
　さらに、使用途中において、排水用トラップ１内に塵埃や異物などが溜ったり詰まった
りした場合には、キャップ部材５を取外し、前記手順と逆の操作を行うことによって、内
部を容易に清掃することができ、かつ部品の取替えもきわめて容易に実施することができ
るものである。
【００６１】
　かかる構成からなる排水用トラップ１を配管経路の途中に配置すると、排水がない場合
、あるいは、弁体６を揺動させるに必要な排水量がない場合には、図１に実線で示すよう
に、弁体６は、バランスウエイトＢＷの作用によって常に流出口４ｂを閉止しているので
、排水は接続部２ｂ側には流れない。
【００６２】
　一方、排水設備からの排水が、排水流入部Ｘに所定量溜り、その水圧あるいは流圧でト
ラップ主体４の弁体６が排水流出部Ｙ側に押圧されると、図１に示すように、弁体６は支
軸７を支点として、図１の鎖線で示すように上方に揺動して、前記流通孔が開口する。
【００６３】
　この流通孔が開口すると、排水流入部Ｘに流入した、あるいは溜まった排水は、流通孔
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を介して排水流出部Ｙ側に流れ、弁体６に対する水圧が解消されると、弁体６は、付設し
たバランスウエイトＢＷの作用によって、再び流出口４ｂの端面と密着当接して、排水が
、排水流出部Ｙから排水流入部Ｘに逆流するのを阻止する。
【００６４】
　かかる構成の排水用トラップは、従来の封水式排水管トラップとは異なり、トラップ自
体を小型化することができ、かつ構造を簡素化できるもので、メンテナンスや清掃が容易
なものである。
【００６５】
　さらに、前記排水用トラップは、配管経路の途中に配置することができるもので、各種
排水設備、特に、キッチンの流し場や洗面所、風呂場などの配管経路の途中に配置された
場合には、配管から床面までの距離を長くすることができるので、この排水設備の下方に
所要の空間を形成し、利用者、特に車椅子使用者が、排水設備を楽に利用することを可能
にするとともに、排水設備の下方に設けられる収納スペースをより大きなものにすること
を可能にする。
 
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　この発明にかかる排水用トラップは、キッチンの流し場や洗面所、風呂場などの設備か
ら排出される水（排水）を、下方に排出する配管経路に装着して使用することができるも
ので、使用に際しては、その設備の下方に十分なスペースを形成することが可能であり、
配管を取り外すことなくメンテナンスや清掃が可能である。
　したがって、業務用または家庭用のキッチンの流し場や洗面所、風呂場などの各種排水
設備の排水を必要とする部位に使用することが可能であるため、広い産業分野で利用され
る可能性を有するものである。
 
【符号の説明】
【００６７】
　１　　　　　　　排水用トラップ
　２　　　　　　　管部材
　２ａ　　　　　　排水流入側の接続部
　２ｂ　　　　　　排水流出側の接続部
　２ｃ　　　　　　上部開口部
　２ｄ　　　　　　側方開口部
　２ｅ　　　　　　下部開口部
　２ｆ　　　　　　係合部
　２ｇ　　　　　　螺合部
　３　　　　　　　流路形成部材
　３ａ　　　　　　載置台
　３ｂ　　　　　　段部
　３ｃ　　　　　　嵌合凹部
　３ｄ　　　　　　内底面
　３ｅ　　　　　　上部開口部
　３ｆ　　　　　　側方開口部
　３ｇ　　　　　　凹部
　３ｈ　　　　　　フィルタ取付部
　３ｉ　　　　　　ストッパ
　４　　　　　　　トラップ主体
　４ａ　　　　　　流入口
　４ｂ　　　　　　流出口
　４ｃ　　　　　　フランジ
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　４ｄ　　　　　　軸受け部
　４ｅ　　　　　　遮蔽板
　５　　　　　　　キャップ部材
　５ａ　　　　　　把手
　５ｂ　　　　　　螺合部
　５ｃ　　　　　　嵌合部
　５ｄ　　　　　　円環状の段部
　６　　　　　　　弁体
　６ａ　　　　　　最上部
　６ｂ　　　　　　屈曲部
　６ｃ　　　　　　軸受け
　ＢＷ　　　　　　バランスウエイト
　７　　　　　　　支軸
　８　　　　　　　シール部材
　Ｘ　　　　　　　排水流入部
　Ｙ　　　　　　　排水流出部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月8日(2020.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下端開放の筒状体で構成される管部材と、前記管部材内に着脱自在に装着される有底
筒状の流路形成部材と、前記流路形成部材内に着脱自在に装着されるトラップ主体と、前
記管部材の下端開口部に着脱自在に装着されるキャップ部材から構成される排水用トラッ
プにおいて、
　前記管部材は、
　その上端部に排水管と接続可能な接続部を有するとともに、側面に貫通形成された開口
部周縁から側方に延出することにより形成した排水管と接続可能な接続部を有し、
　前記流路形成部材は、
　その上部の、前記管部材の上部開口部に相当する位置と、側面の、前記管部材の側方開
口部に相当する位置のそれぞれに開口部を有するとともに、内面の所要部位に、前記トラ
ップ主体を装着するための装着部を有し、内底面が、前記側面の開口部下縁に向けて下方
に傾斜させた傾斜面に形成され、
　前記トラップ主体は、
　前記側方開口部側の端部を前端として、下部開口部が後方に向かって周面が減少する傾
斜面を有し、上部開口部には一対の軸受け部を有するフランジが形成されたもので、前記
下部開口部の後部側は遮蔽板によって閉塞され、前記遮蔽板によって閉塞されない部位を
弁体によって開閉自在としたこと
を特徴とする排水用トラップ。
【請求項２】
　前記管部材の内周面の所要部位には、前記流路形成部材の位置決めと固定を行うため前
記流路形成部材の外周面に形成されたストッパと係合する係合部が形成されていること
を特徴とする請求項１に記載の排水用トラップ。
【請求項３】
　前記傾斜面は、
　前記管部材の側方接続部の下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で
滑らかに繋がるように形成されていること
を特徴とする請求項１又は２に記載の排水用トラップ。
【請求項４】
　前記流路形成部材は、
　その頂部が前記管部材の内壁に当接し、かつその底面が前記キャップ部材の裏面と当接
するよう構成されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の排水用トラップ。
【請求項５】
　前記トラップ主体は、
　弁体を備え、
　前記弁体は、
　全体が楕円状の板状体で構成され、その基端側を、側面視へ字状になるよう折り曲げて
屈曲部を形成し、最上部には、弁体を常時閉鎖方向に付勢するバランスウエイトを設け、
屈曲部には、揺動のための支軸を保持する筒状の保持部を設けたものであること
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の排水用トラップ。
【請求項６】
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　前記流路形成部材は、
　その内面の所要部位に、リング状の載置部と、この載置部の内側に突出形成されるリン
グ状の段部と、この段部に、一方側の嵌合凹部を他方側の嵌合凹部に対して偏倚させて設
けられる一対の嵌合凹部を備え、
　前記トラップ主体は、
　流入口を囲繞して外方に向かってフランジが一体的に形成され、かつこのフランジの下
面の、前記嵌合凹部に相当する位置に、弁体を揺動自在に保持するための支軸の、両端部
を係合保持する一対の軸受け部が設けられたものであること
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の排水用トラップ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記目的を達成するため、この発明にかかる請求項１に記載の発明は、
　上下端開放の筒状体で構成される管部材と、前記管部材内に着脱自在に装着される有底
筒状の流路形成部材と、前記流路形成部材内に着脱自在に装着されるトラップ主体と、前
記管部材の下端開口部に着脱自在に装着されるキャップ部材から構成される排水用トラッ
プにおいて、
　前記管部材は、
　その上端部に排水管と接続可能な接続部を有するとともに、側面に貫通形成された開口
部周縁から側方に延出することにより形成した排水管と接続可能な接続部を有し、
　前記流路形成部材は、
　その上部の、前記管部材の上部開口部に相当する位置と、側面の、前記管部材の側方開
口部に相当する位置のそれぞれに開口部を有するとともに、内面の所要部位に、前記トラ
ップ主体を装着するための装着部を有し、内底面が、前記側面の開口部下縁に向けて下方
に傾斜させた傾斜面に形成され、
　前記トラップ主体は、
　前記側方開口部側の端部を前端として、下部開口部が後方に向かって周面が減少する傾
斜面を有し、上部開口部には一対の軸受け部を有するフランジが形成されたもので、前記
下部開口部の後部側は遮蔽板によって閉塞され、前記遮蔽板によって閉塞されない部位を
弁体によって開閉自在としたこと
を特徴とする排水用トラップである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この発明の請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の排水用トラップにおいて、
　前記管部材の内周面の所要部位には、前記流路形成部材の位置決めと固定を行うため前
記流路形成部材の外周面に形成されたストッパと係合する係合部が形成されていること
を特徴とするものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１５】
　この発明の請求項３に記載の発明は、
　請求項１又は２に記載の排水用トラップにおいて、
　前記傾斜面は、
　前記管部材の側方接続部の下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で
滑らかに繋がるように形成されていること
を特徴とするものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　なお、前記排水用トラップにおいて、前記流路形成部材の内底面は、前記側面の開口部
下縁に向けて下方に傾斜させた傾斜面に形成されている。
　このような構成によって、前記流路形成部材内を通過する排水は、対流を起こすことな
く、円滑に流出することができ、さらに、前記流路形成部材内におけるゴミや髪の毛など
の異物の堆積がないか又はその抑制に優れたものとすることができる。
　その際、前記傾斜面を、前記流路形成部材が前記管部材内に装着された状態において、
前記管部材の側方の接続部の下側の内周面との接続部位が、段差のない又は少ない状態で
滑らかに繋がるように形成することが好ましい。
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